
※来館時には、マスクを着用し、他の利用者との距離を
　確保してください。　　　　　　　　　　　　　

開 館 日
7月4日（日）、7日（水）、14日（水）、
21日（水）、28日（水）

開館時間　9：00～11：00
開館日をご確認のうえ、お出掛けください。

※ビン等は水洗いして出してください。汚れている
物は、お返しすることになります。
※プラスチックボトルは、中を水洗いし、キャップと容
器を分けてお持ちください。（ポンプは不燃ごみへ）
※ペットボトルは、中を水洗いし、ラベルをはがして出
してください。
※スプレー缶は、中身を使い切り、風通しの良い安全
な野外で穴をあけてから出してください。
※新聞・チラシ・雑誌・段ボールはそれぞれに分け、ひも
で堅く縛ってお持ちください。
※小型家電はデジタルカメラ、携帯電話、家庭用ゲー
ム機で縦15cm×横30cm×奥行き30cm程度の
大きさまでが対象です。パソコンなどの家電リサイ
クル法対象品目は回収できません。

産業環境課　　27-0178

昨年と比べ可燃ごみ量は

18トン
減量

可燃ごみ量（町収集分）単位：トン

今後も皆さまのご協力をお願いします。
※各年度とも5月までの累計

5月 年度計

令和3年度 275 514

令和2年度 258 532

※この施設は、資源ごみ回収の施設です。
開館日（時間）以外の持ち込み、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみの
持ち込みは、お断りしております。

回収品目
ビン類、アルミ缶、スチール缶、ペットボト
ル、プラスチックボトル、牛乳パック、新聞、
チラシ、雑誌、段ボール、古着、毛布（電気毛
布は不可）、雑紙、小型家電

野外焼却をして
迷惑をかけていませんか？７月の消費生活相談について

　町内で野焼きを原因とする火災が頻繁に発生し
ています。
　野焼きには、簡易焼却炉・ドラム缶等でごみを
焼却することも含まれ、「廃棄物の処理及び清掃
に関する法律」により、適法な焼却施設以外では
ごみ（廃棄物）を燃やすことを原則禁止しています。
　野焼きによって、「洗濯物に臭いがつく」、「煙
が部屋に入り、窓を開けられない」等、周囲の
地域住民の方々に迷惑をかけるだけでなく、一
歩間違えば大変危険な状況となってしまいます。
また、ダイオキシン類などの有害物質を発生さ
せ、大気汚染の原因にもつながります。さらに、
違反者には罰則も設けら
れています。
　皆様のご理解とご協力
をお願いします。

　西濃6町共同で消費生活相談員による巡回相談を
開催しています。

時間　10:00〜12:00、13:00〜15:00
（相談は、1人あたり60分以内で午前2人・午後2人まで）

下記の問い合わせ先にてご予約の上ご利用ください。

産業環境課　 27-0178

開催日 開催町 予約・問い合わせ

12日（月）・26日（月） 神戸町 産業環境課
 27-0178

  5日（月）・19日（月） 養老町  32-1108

  6日（火）・20日（火） 垂井町  22-1152

13日（火）・27日（火） 関ケ原町  43-0070

  8日（木）・29日（木） 安八町  64-3111

  1日（木）・15日（木） 輪之内町  68-0185
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